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事業許可基準規則第 16条と許認可実績・適合方針との比較表（1/2） 

 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（核燃料物質の貯蔵施設） 

第十六条 加工施設には、次に掲げるところにより、核燃料

物質の貯蔵施設を設けなければならない。 

一 核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものと

すること。 

二 冷却のための必要な措置が講じられているものであるこ

と。 

 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

 １ 第２号に規定する「冷却のための必要な措置」とは、

取り扱う核燃料物質（プルトニウム等）の崩壊熱を考慮し

て、必要に応じて冷却機能を設けること等をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文 

ニ．核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備 

(ハ) 貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力 

(２) 最大貯蔵能力 

設置場所 貯蔵設備 貯蔵形態 最大貯蔵能力 

貯蔵容器一

時保管室 

貯蔵容器一

時保管設備 

ＭＯＸ粉末 1.2t･ＨＭ 

粉末調整第

１室 

原料ＭＯＸ

粉末缶一時

保管設備 

ＭＯＸ粉末 0.3t･ＨＭ 

ウラン貯蔵

室 

ウラン貯蔵

設備 

ウラン粉末等
(注１)(注２) 

60t･ＨＭ 

燃料集合体

組立クレー

ン室 

－ 

（ウラン貯

蔵エリア） 

 

ウラン粉末等
(注１)(注２) 

 

20t･ＨＭ 

粉末一時保

管室 

粉末一時保

管設備 

ＭＯＸ粉末，

ウラン粉末，

ペレット 

6.1t･ＨＭ 

ペレット一

時保管室 

ペレット一

時保管設備 

ペレット 1.7t･ＨＭ 

ペレット・

スクラップ

貯蔵室 

スクラップ

貯蔵設備 

ＭＯＸ粉末，

ペレット 

10t･ＨＭ 

製品ペレッ

ト貯蔵設備 

ペレット 6.3t･ＨＭ 

燃料棒貯蔵

室 

燃料棒貯蔵

設備 

ＭＯＸ燃料

棒，ウラン燃

料棒(注１) 

60t･ＨＭ 

燃料集合体

貯蔵室 

燃料集合体

貯蔵設備 

ＢＷＲ燃料集

合体(注１)，Ｐ

ＷＲ燃料集合

体(注１) 

170t･ＨＭ 

ウラン貯蔵

室，固体廃

棄物払出準

備室，入出

庫室，輸送

容器保管

室，燃料集

合体組立ク

レーン室 

－ 

（ウラン輸

送容器一時

保管エリ

ア） 

 

原料ウラン粉

末用輸送容器
(注３) 

 

80t･ＨＭ 

荷卸室 － 

（燃料棒受

入一時保管

エリア） 

 

ウラン燃料棒

用輸送容器(注

３)，ウラン燃

料棒用輸送容

器の内容器 

 

15t･ＨＭ 

輸送容器保

管室 

－ 

（燃料集合

体輸送容器

一時保管エ

リア） 

 

燃料集合体用

輸送容器(注３) 

 

65t･ＨＭ 

本文 

ロ．加工施設の一般構造 

(ト) その他の主要な構造 

(１) 安全機能を有する施設 

⑧ 核燃料物質の貯蔵施設 

ＭＯＸ燃料加工施設は，核燃料物質を貯蔵するため

に必要な容量を有する貯蔵容器一時保管設備，燃料集

合体貯蔵設備等の貯蔵施設を設ける。 

また，燃料集合体貯蔵設備等は，建屋排気設備等で

換気することにより適切に冷却する。 

 

 

ニ．核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備 

(ハ) 貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力 

(２) 最大貯蔵能力 

設置場所 貯蔵設備 貯蔵形態 最大貯蔵能力 

貯蔵容器一

時保管室 

貯蔵容器一

時保管設備 

ＭＯＸ粉末 1.2t･ＨＭ 

粉末調整第

１室 

原料ＭＯＸ

粉末缶一時

保管設備 

ＭＯＸ粉末 0.3t･ＨＭ 

ウラン貯蔵

室 

ウラン貯蔵

設備 

ウラン粉末等
(注１)(注２) 

60t･ＨＭ 

燃料集合体

組立クレー

ン室 

－ 

（ウラン貯

蔵エリア） 

 

ウラン粉末等
(注１)(注２) 

 

20t･ＨＭ 

粉末一時保

管室 

粉末一時保

管設備 

ＭＯＸ粉末，

ウラン粉末，

ペレット 

6.1t･ＨＭ 

ペレット一

時保管室 

ペレット一

時保管設備 

ペレット 1.7t･ＨＭ 

ペレット・

スクラップ

貯蔵室 

スクラップ

貯蔵設備 

ＭＯＸ粉末，

ペレット 

10t･ＨＭ 

製品ペレッ

ト貯蔵設備 

ペレット 6.3t･ＨＭ 

燃料棒貯蔵

室 

燃料棒貯蔵

設備 

ＭＯＸ燃料

棒，ウラン燃

料棒(注１) 

60t･ＨＭ 

燃料集合体

貯蔵室 

燃料集合体

貯蔵設備 

ＢＷＲ燃料集

合体(注１)，Ｐ

ＷＲ燃料集合

体(注１) 

170t･ＨＭ 

ウラン貯蔵

室，固体廃

棄物払出準

備室，入出

庫室，輸送

容器保管

室，燃料集

合体組立ク

レーン室 

－ 

（ウラン輸

送容器一時

保管エリ

ア） 

 

原料ウラン粉

末缶輸送容器(注

３) 

 

80t･ＨＭ 

荷卸室 － 

（燃料棒受

入一時保管

エリア） 

 

ウラン燃料棒

用輸送容器(注

３)，ウラン燃

料棒用輸送容

器の内容器 

 

15t･ＨＭ 

輸送容器保

管室 

－ 

（燃料集合

体輸送容器

一時保管エ

リア） 

 

燃料集合体用

輸送容器(注３) 

65t･ＨＭ 

 

 

「核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものと

すること。」について，既許可申請書本文「ニ．核燃料物質

の貯蔵施設の構造及び設備 (ハ) 貯蔵する核燃料物質の種

類及び最大貯蔵能力 (２) 最大貯蔵能力」に最大貯蔵能力

を記載しており，必要な容量を有することを記載している。 

 

「冷却のための必要な措置が講じられているものであるこ

と。」について既許可申請書添付書類五「ハ．環境安全設計 

(ロ) 貯蔵等に対する考慮」に建屋排気設備等で換気し，適

切に冷却することを記載している。 

 

したがって，規則において，指針から明確化された内容

は，許認可の申請内容で網羅されている。 

 

上記を踏まえ，適合方針では，記載の明確化の観点で見直

しを実施する。 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（内容の明確化）】 

規則要求により，必要な容量を有することを記載 

 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

規則要求により，冷却のために必要な措置が講じられてい

ることを添付書類五ハ．(ロ)に記載していた事項を引用し，

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第 16条と許認可実績・適合方針との比較表（2/2） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 試験に用いたウランを必要に応じ貯蔵する。 

注２ 粉末混合のための未使用のウラン合金ボール（ウラン

中のウラン－235含有率：天然ウラン中の含有率以

下）を含む。 

注３ 核燃料物質を，「核燃料物質等の工場又は事業所の外

における運搬に関する規則」に定める技術基準に適合

する核燃料輸送物として保管する。 

 

 

 

 

 

 

添付資料五 

ハ．環境安全設計 

(ロ) 貯蔵等に対する考慮 

 

また，燃料集合体貯蔵設備等は，建屋排気設備等で

換気することにより適切に冷却する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工施設において貯蔵施設又は固体廃棄物の廃棄施

設を設置する部屋は，地下階に配置するか，コンクリ

ートのしゃへい壁等の内部に配置し，貯蔵等に起因す

るガンマ線及び中性子線による一般公衆の線量を合理

的に達成できる限り低くする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注１) 試験に用いたウランを必要に応じ貯蔵する。 

(注２) 粉末混合のための未使用のウラン合金ボール（ウラ

ン中のウラン－235含有率：天然ウラン中の含有率

以下）。 

(注３) 核燃料物質を，「核燃料物質等の工場又は事業所の

外における運搬に関する規則」に定める技術基準に

適合する核燃料輸送物として保管する。 

 

 

 

 

 

 

添付資料五 

ニ．核燃料物質の貯蔵施設 

(ロ) 設計方針 

(５) 崩壊熱除去 

貯蔵施設は，建屋排気設備等で換気することにより

適切に冷却する。 

(６) 貯蔵容量 

貯蔵施設は，必要な容量を有する設計とする。 

 

 (ニ) 系統構成及び主要設備 

貯蔵容器一時保管設備の最大貯蔵能力は1.2ｔ･Ｈ

Ｍ，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管設備の最大貯蔵能力は

0.3ｔ･ＨＭ，ウラン貯蔵設備の最大貯蔵能力は60ｔ･

ＨＭ，ウラン貯蔵エリアの最大貯蔵能力は20ｔ･Ｈ

Ｍ，粉末一時保管設備の最大貯蔵能力は6.1ｔ･ＨＭ，

ペレット一時保管設備の最大貯蔵能力は1.7ｔ･ＨＭ，

スクラップ貯蔵設備の最大貯蔵能力は10ｔ･ＨＭ，製

品ペレット貯蔵設備の最大貯蔵能力は6.3ｔ･ＨＭ，燃

料棒貯蔵設備の最大貯蔵能力は60ｔ･ＨＭ，燃料集合

体貯蔵設備の最大貯蔵能力は170ｔ･ＨＭ，ウラン輸送

容器一時保管エリアの最大貯蔵能力は80ｔ･ＨＭ，燃

料棒受入一時保管エリアの最大貯蔵能力は15ｔ･ＨＭ

及び燃料集合体輸送容器一時保管エリアの最大貯蔵能

力は65ｔ･ＨＭである。 

 
添付資料五 遮蔽等 

① 基本的な考え方 

ａ．安全機能を有する施設は，通常時においてＭＯＸ

燃料加工施設からの直接線及びスカイシャイン線に

よる周辺監視区域外の線量が，線量告示で定められ

た線量限度を超えないようにするとともに，合理的

に達成できる限り低くなるよう遮蔽その他適切な措

置を講ずる。 

③ 遮蔽設備 

ａ．建屋壁遮蔽 

建屋壁遮蔽は，建屋壁及びスラブで構成する構築

物であり，工程室内，燃料集合体貯蔵室内等の核燃

料物質からの放射線を低減するためのもので，コン

クリートの遮蔽体で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




